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精神保健研究所は、昭和 27 年に精神衛生研究所として千葉県市川市国府台に
発足して以来、大学精神科ではなかなか取り組むことのできない、日本全体の精
神保健医療の向上に取り組んで参りました。今では当たり前になっている精神科
デイケアにいち早く取り組み、保険医療に根付かせてきたことは、当研究所の大
きな業績です。昭和 61 年に国立精神・神経センターの一組織となり、現在の名
称に変更され、その後、現在の東京都小平市の同センター本部地域に移転しまし
た。

今日まで 70 年以上の歴史のある当研究所の使命は、精神疾患の研究、精神障
害者の社会参加の研究、精神医療に関する制度の研究から得られる成果を有機的
に組み合わせ、その複合的な視点を患者さんの回復のために生活の場で統合し、
社会に実装することにあります。この使命のために、当研究所には 9 つの研究部

（公共精神健康医療、薬物依存、行動医学、児童・予防精神医学、精神薬理、精
神疾患病態、睡眠・覚醒障害、知的・発達障害、地域精神保健・法制度）と 1 つ
のセンター（ストレス・災害時こころの情報支援）が設置されており、常に当事
者、そのご家族、地域社会の支援者皆様方の視点にたち、それぞれの課題に取り
組んでおります。

2020 年から顕在化した新型コロナウイルス感染症の影響もようやく下火にな
りました。しかしその心理社会的な影響がどれほどの広がりを持っているのかは
未知数です。この期間、教室での講義をほとんど経験せず、同級生ともあまり会
わずに大学を卒業するといった今までにない経験をした世代が生み出されていま
す。こうした経験によって中長期的に社会全体にどのような影響が生じるかは今
後の研究を待たなくてはなりません。そのような大局的な視座に立って前述のさ
まざまな研究成果を統合し、新たなこころの支援・回復のモデルを創り上げるこ
とは、当研究所に最も期待される役割といえます。

私たちは、厚生労働省や自治体、精神保健福祉センター、関連学会、そして
WHO などの国際機関と連携し、研究開発・情報発信を行っております。当研究
所の最大の利害関係者 ( ステークホルダー ) は、精神の不調や障害を抱えた方々
はもちろん、そのような方々の支援に尽力されている方々、ひいては社会の精神
的な健康を願う国民の皆様方です。私たちは、皆様からの幅広い期待に応えるべ
く研究所の総力を挙げてこれからも研究に取り組んでまいります。皆様のご指導、
ご協力をお願い申し上げます。
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株式会社グラファー

佐藤まみ
精神保健研究所　所長 公共精神健康医療研究部

部長

金吉晴 西大輔

当事者と専門職が共に考える支援の在り方
何が足りない！

巻 頭 特 別 対 談

佐藤 まみ　Mami Sato 
【略歴】埼玉県出身。虐待や精神障害など、
必要なときに支援を活用できず何度も事態
が悪化した実体験をもとに、在学中に支援
を使いやすく案内するウェブサイトを構想。
2019 年株式会社グラファーと出会い、支援
の利用に必要なプロセスの一部をテクノロジ
ーと情報設計で自動化、本人の意思決定をサ
ポートする支援情報案内サイト「お悩みハン
ドブック」を立ち上げ、2022 年に公開。個
人の意思や努力ではどうしようもない困難に
直面したときにこそ社会の仕組みに頼れる世
界の実現を目指す。

金 吉晴　Yoshiharu Kim 
【略歴】長野県出身 1958 年生まれ。京都大
学医学部を卒業。1990 年に研究員として国
立精神・神経センター（当時）精神保健研究
所に入職、英国ロンドン精神医学研究所在外
研究を経て、2002 年より部長。 2019 年に
国立精神・神経医療研究センター精神保健研
究所の所長に就任した。行動医学研究部長、
ストレス・災害時こころの情報支援センター
長を併任。1996 年のペルー日本大使公邸占
拠事件では医療救助活動に参加し厚生大臣表
彰を受けた。国際トラウマティック・ストレ
ス学会理事、ニューヨーク大学非常勤教授な
どを歴任。

西 大輔　Daisuke Nishi 
【略歴】神戸市出身。九州大学医学部を卒業。
国立病院機構災害医療センター精神科科長な
どを経て、2021 年より国立精神・神経医療
研究センター精神保健研究所公共精神健康医
療研究部部長、2022 年より東京大学大学院
医学系研究科公共健康医学専攻精神保健学分
野教授、2023 年より東京大学医学部健康総
合科学科学科長に就任。日本行動医学会理事、
日本トラウマティックストレス学会理事など
を歴任。

金 :本日は佐藤まみさんにお出で頂きました。佐藤さんは
虐待のサバイバーであり、お母様が統合失調症に罹患され
たという経験を踏まえて、現在は福祉支援制度を検索する
ための、お悩みハンドブックというウェブサイトを作成し、
いくつかの自治体に採用されています。本日は、当事者な
らびに家族の視点から、精神保健全般の課題と、私たちの
研究所の役割について、お話し合いが出来ればと思い、対
談にお招きいたしました。私と西部長とでお相手したいと
思います。早速ですが、どのようにして、このテーマに関
心をもたれたのか、お教え頂けますでしょうか。

「必要なときに支援は使いづらく、本来なら避けら
れるはずの困難が生じる現状に納得いかなかった」

佐藤：私は幼少期から社会的に孤立した閉鎖的な家庭で育
ち、支援の対象となる困難を多く経験してきました。物心
ついたころには各種虐待があり、父の暴力や怒鳴り声、視
線から逃れるため、荒れ始める兆候（飲酒、大声、雰囲
気）が現れるたびに、押入れやカーテン裏、屋根瓦の上な
ど、家中を死にものぐるいで逃げ隠れする毎日でした。小
学 6 年からは、統合失調症を発症した母の看病と、妹の
世話をしながら育ちました。父から母への DV（Domestic 
Violence）から始まり、そのストレスが大きな引き金とな
り母は統合失調症を患い、両親から子への虐待も生じ、私
自身もうつと複雑性 PTSD を患い…当事者としても家族
としてもさまざまな立場を経験してきました。一時保護や
シェルター、障害年金や福祉サービスまで、その時々で使
っていれば助かったであろう支援を知ったのは、大学入学
後のことでした。それも、運と偶然、場当たり的に知る機
会があっただけで、いつも事態が悪化しきったあとでした。
必要なときに支援は使いづらく、本来なら避けられるはず
の困難が生じる現状に納得いかなかったことが、制度の見
逃しを防ぎ、相談準備までできるお悩みハンドブックを作
成する動機になりました。

金：佐藤さんは、現在、西部長が併任されている東京大学
の SPH（School of Public Health, 東京大学大学院医学系
研究科公共健康医学専攻）を見学・訪問されたこともある
そうですね。

西：勉強も本当は継続したいという希望が少しあったと聞
いていますが、両方に取り組まれると今以上に忙しくなり
ます。

佐藤：確かにそうです。難しいところです。体系的に知識
が無いというところがコンプレックスなので、学ばせてい
ただける機会があるのならばぜひやりたいと思っています。

金：佐藤さんが行っているお悩みハンドブックを拝見した
のですが、とても丁寧に作られていました。こういうお仕事
に役立てるために、まだまだ勉強されたいということでした
ら、もっとそのような機会があっても良いとは思います。

西：先ほど少しお話をしたのですが、エビデンスを出した
後に社会実装をする実装科学が SPH でもよく取り上げら
れています。ただ、既に成功されているのであれば必要な
いかもしれません。

佐藤：とんでもないです。

西：いくつかの自治体で採用されているとのことで、とて
も素晴らしいと思います。

金：そこを目指して私たちも取り組んでいるのですが、佐
藤さんはそれを既に達成しているのですね。

佐藤：運が良かっただけです。金先生との出会いを改めて
説明します。私はこのサービスを作りたいと在学中に思っ
ていましたが、在学中に筋肉の病気（重症筋無力症）を発
症し、普通の労働基準法の正規雇用では雇用することがで
きないということでした。どうしようかと思っているうち
に無職無資格 25 歳のまま卒業してしまいました。限界の
状態で自殺未遂もしました。お金が無さすぎてました。そ
の頃、NCNP の神経研究所の疾病研究第三部の研究の被
験者になるために、NCNP を訪問しました。そこで行動
医学研究部を紹介していただき、トラウマ関係の研究に出
会いました。

金：あのときに最初にお会いましたね。疾病研究第三部で
行動医学研究部のことを教えてもらったのですね。

佐藤：そうです。

金：そのときは一番悩んでいるときだったのですね。

佐藤：病んでいました。実現したいサービスはあるけれど
も自分の制約があり、実現するための力もお金も学力も体
力も無いと思い、どうしたらよいのかと思いながらさまよ
っていたところでした。

金：まだ会社に入っていなかったのですか。

佐藤：入っていませんでした。ちょうど金先生の初診と会
社に入ったのが同じ頃です。数か月くらいの差です。SPH
の受験もその 2 ヶ月くらい前です。2018 年は様々なこと
がありました。

「制度があるけれども申請しないと使うことがで
きない」

金：会社に入って一緒に立ちあげようという形だったので
すか。

佐藤：もともとこのようなサービスを作りたいと思ってお
り、ないならば起業しようと思っていました。しかし資金
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も無く、どうしたら良いのかと思っていました。無職で資
金が無く、そのさまよっている中で偶然参加した福祉系の
イベントで今の会社の代表がプレゼンをしていました。そ
のイベントは申請主義を考える会、というものでした。

金：申請主義ですか。

佐藤：はい。制度があるけれども申請しないと使うことが
できないことをテーマにしたイベントでした。

金：福祉の制度をいかにして使い始めてもらうか、という
ことに関して様々な人が集まって話をしていたのですか。

佐藤：そうです。申請主義という「制度があるにも関わら
ず申請をしなければ利用者に届かない、どのようにして乗
り越えるのか」をテーマにして皆さんで話をしていました。
そこで弊社は手続きガイドというもので結婚や転入転出と
いうような人生のイベントでやらなければならない、必ず
やらなければならない手続きに際して、質問に答えると必
要な手続きを洗い出す、というサービスを紹介していまし
た。行政手続きを使いやすくするという観点で申請主義の
解決にも役立ててれば、というお話を弊社の代表がしてお
り、「これだ。この福祉版を作りたい。」と思いました。

金：それは何月ごろだったのですか。

佐藤：2019 年の 10 月 23 日が入社日で、イベントは 9 月
だったと思います。

金：一番病んでいるときですね。

佐藤：非常に危ないときでした。

金：私たちの治療研究への参加を通じて元気になったのか
と思っていましたが、会社に入ったから元気になったのか
もしれませんね。

佐藤：いいえ、どちらも必要でした。本当に分岐点でした。
入社や治験参加の本当に直前に自殺未遂をしていましたの
で救ってもらいました。

金：世の中にアルバイトは沢山あるのですが、NCNP の
研究参加に来たということは非常に大きな選択のようだと
思います。

佐藤：確かにそうです。

金：支援者側や治療者側の情報も知りたい、という気持ち
もあったのですか。

佐藤：はい。様々な立場の方からアドバイスをいただきた
くて、積極的にイベント等への参加していました。NCNP
の研究協力の存在は、2018 年頃に NPO 法人地域精神保健

福祉機構コンボが主催する「リカバリーフォーラム」とい
う精神障害当事者や家族、医療福祉関係者などが集い議論
する場に参加した際に知り合った方が教えてくれました。

金： NPO 法人コンボに行って教えてもらい、そのとき卒
業はしたけれど職についておらず、自分のやりたいことが
あるけれども具体的にどうしたら良いのかわからない、と
いう気持ちだったのですね。

佐藤：そうです。作りたいサービスを SPH の研究課題と
して作っていく道を考えていくか、リカバリーフォーラム
等で当事者の人たちに「このようなものがあればどう思い
ますか？」といった話を聞きに行くなどです。そのときに
高名な精神科の先生方もおられたので、素案を見せに行く
などしていました。今思えば、「やばい患者だ」と思われ
ていたと思います。

金：そうですか？

佐藤：25 歳、無職、無資格、「こういうサービスが作りた
いです」という絵だけ持って渡り歩いていたのでやばい奴
だったと思っています。

金：やばくないです。25 歳は渡り歩く時期です。

佐藤：そのような感じでやっていました。

「個人の意思や努力ではどうにもならなかった困難
のために社会の制度やシステムがあると思います」

金：株式会社グラファーも起業したばかりだったのですか。

佐藤：そうです。まだ数年しかたっていませんでした。

金：社員も少ないですね。そこに思い切って飛び込んで福
祉系の支援開始のサービスを作るのですね。

佐藤：はい。

金：一部の自治体では、行政のバスが巡回し、住民はその
バスに行けばすべての行政手続きがすべてできます。先ほ
ど、弱っている人がわざわざ窓口に来て、自分で調べて書
類を書かなければいけないという申請主義の話がでました
が、こういうアウトリーチ的なワンストップ行政サービス
はよいですね。

佐藤：それは便利ですね。

金：3.11 の震災の後にも、ある会社の補償を得るために
膨大な手引き書が配られました。それを読まないと支援が
受けられない。やはり支援をもらう人が努力をしなければ
ならないということはおかしな仕組みです。
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であり、診断名やツールとしての概念です。そのツールに
対して、原因や症状、対処法というものが一つの体系とし
てあります。夫から家で殴られる、無視されるというレベ
ルの具体度・抽象度の言葉であれば理解できると思います
が、DV 被害という専門的な言葉では理解していないので、
このキーワードにたどり着くことができず、支援にもたど
り着けません。行政側も DV 被害という単語で情報を発信
するので、当事者に届きづらいという構造があると思って
います。なぜそのようなミスリードの発信がされているの
かと言えば、その発信の企画プロセスに患者や DV 被害者
といった本人の視点が入っていない、行政のサービスに当
事者からのフィードバックが入っていないためだと思いま
す。民間企業のサービスであれば利用者評価が当たり前に
行われていると思うのですが、そういったことが行われな
いので専門家の自己満足になっているところがあると思っ
ています。そこがもったいないと思います。もう少し、利
用者本人の視点を入れると良いと思います。患者側からの
研究もそうだと思うのですが、この研究所でそのような研
究をされている皆様がいるので、本当にありがたいと思っ
て生きています。

金：今、佐藤さんが「ありがたい」とお話され、頭を下げ
てくれたのですが、このようなことは患者や当事者が頭を
下げるべきことではなく、私たちが一番乗り越えなければ
いけないところです。DV という言葉もそうですが、多く
の専門用語は外国から入ってきた言葉です。たとえば権利
は right です。Right は右や正しいと言った意味で、that’s 
right というように普通に使っています。権利という難し
い訳になっていますが、普通に当たり前に生きていくこと
を指しているのです。DV にしても、ドメスティックやバ
イオレンスは普通に使っている言葉ですから、「お家で誰
かが暴れている」といったニュアンスです。日本全体で専
門用語が難しすぎ、上から目線のサービスになっています。
そこで「にも包括」*1 などができつつあり、どこの窓口で
もとりあえずワンタッチすれば本人が必要とする支援を提
供できるように、支援者の側で調整しようとしています。

佐藤：それはそうなれば理想的な社会、そうなったら良
いな、と思っていました。最近「にも包括」や「重層的
支援」*2 の動きが広がっていてありがたいと思っています。

金：まだまだです。以前佐藤さんから、小学校のときに担
任の先生から電話相談窓口の番号を教えてもらったとお聞
きしました。夜中に必死の思いで声を潜めて電話をしたの
ですが、暴力の話をうち明けたところ、「それは大変ですね。
気をつけてください」だけで終わってしまったそうですね。
各窓口はそれぞれ背景や得意分野があります。「にも包括」
が最終的に目指しているのは、包括的な支援サービスの提
供ですが、なかでもトラウマ被害は、命に係わる、生存の
危機に関わることなので、西先生が取り組んでいる行政サ
ービスにおけるトラウマインフォームドケア *3 を基本的
なスキルとして普及できればと願っています。生存の危機
から発せられている SOS には応えられるようにしたいと

思います。

共同参画を進めるため、行政レベルでは失敗を認
める文化のようなものが大切だと思っています。

西：今のお話の流れで、トラウマインフォームドケアにつ
いて様々な方にお話を伺った中で、「トラウマ」という言
葉が強すぎるという声をいただいています。「心のケガに
配慮したケア」というワードに変えて動画などを作ってい
るところなのですが、もっと良いネーミングがあるかもし
れないのですが。お二人にもご意見をいただきたいと思い
ます。金先生からはトラウマインフォームドケアについて
ということだったのですが、私から伺いたいことがありま
す。先ほど当事者と一緒に行政がサービスを作っていくこ
とが大事だと思っているというお話があったと思います。
その研究や政策においても当事者共同参画や一緒にやって
いこうという共同創造やコ・プロダクション等が重要だと
言われてはいるのですが、様々な問題や難しさがあり、十
分に広がっている訳ではないと思います。佐藤さんから見
て、両方ともやる気がある場合でも様々なハードルがある
と思いますが、どの様なハードルが一番問題だと思うの
か、このように乗り越えられたら良いという思いはありま
すか。

佐藤：両方にやる気があってもハードルが生じるというの
はどのような場合ですか。

西：例えば、行政の方と当事者の方が会えないということ。
行政側にやる気があって当事者の方を入れてサービスを作
りたいと思っても、フィードバックをいただける当事者の
方と出会えないということなのかもしれないし、出会えた
としてもそこからミッションを作っていく上で、考え方の
違いがあり一緒に進めていきにくいのではないか等です。
もしかすると、時間間隔として、行政の場合は、年度内に
予算を使い切って終わらせなくてはならないという事情が
ありますが、当事者の方からすると、再発などで状態が悪
くなってしまい、ここまでが締め切りと言われても難しい
ということがあるかもしれないといったことです。今あげ

金：佐藤さんは、必要な人が自ら動かなければ福祉サービ
スが受けられないというところに矛盾点を感じていて、そ
れが原体験とつながっているのですね？

佐藤：はい。

金：お悩みハンドブックを作って、当事者から「助かった」
というようなフィードバックは来ていますか。

佐藤：来ています。それが一番うれしいです。個人の意思
や努力ではどうにもならなかった困難のために社会の制度
やシステムがあると思います。人間は昔サルだったのです。
サルだった時代から一つの制度を作ることはものすごく大
変だと皆さんは私よりご存じだと思います。複雑で難しい
合意形成を重ね対話を重ねて、膨大な時間をかけようやく
社会保障制度が作られているにも関わらず届かないという
ことは、非常にもったいないと感じています。それには様々
なレイヤーがあると思っています。受験のときに公衆衛生
を勉強し、本人レイヤー、周りの人レイヤー、組織レイヤー、
環境レイヤーや政策レイヤー等様々にあると思います。先
ほどの話で言えば、行政が手続きそのものをよりしやすく
する、と考えると環境レイヤーの話だったと思います。ど
の層にも課題があり、それぞれが協力し解決していかなけ
ればならないと思います。抽象的で、すみません。

金：住民に十分な情報があれば、様々なサービスを受けら
れます。しかし、情報がどこからも提供されなければ、わ
からないですよね。

『あなたは一人じゃない』というメッセージは、
そういうあなたにとっては他人事なの？

佐藤：本当におっしゃる通りだと思います。スティグマと
も関係があると思います。人間は立場を切り替えて語るこ
とはとても苦手なのだということをここ数年で感じていま
す。例えば、啓発関係などで「あなたはひとりじゃない」
のような「孤独は誰にでもあるもの」というメッセージが
あります。こんなことを言うと怒られてしまうかもしれま

せんが。

金：いいえ。

佐藤：そのような啓発イベントで語られる孤独や精神疾患
でもそうですが、全員一人称で語っているのだろうかと、
気になっています。社会課題として語ってしまうと、本当
は身近な啓発キャンペーンなのに自分とは異なるものとし
て考えているのではないか、と少しもったいないと思って
います。個人的には「あなたは一人じゃない」というメッ
セージは、そういうあなたにとっては他人事なの？という
印象を受けてしまいました。

「発信の企画プロセスに患者や DV 被害者といっ
た本人の視点が入っていない、行政のサービス
に当事者からのフィードバックが入っていない」

金：佐藤さんが支援について非常に強い問題意識を持つよ
うになったのは、家族のご病気が背景にあるということで
したね。

佐藤：そうです。繰り返し話していることなので恐縮です
が、必要なタイミングで適切な支援情報が届くことが大切
で非常に肝要だったと思います。それがあれば負の連鎖の
ようなものは食い止められると考えています。健康と社会
格差というのも良くある話です。複雑に絡み合う前にその
手前で回復することがあるべき姿だと思うのですが、そう
はならなかった。私が福祉系の支援制度を知る度に「なぜ
あのときに使えなかったのだろう」「あのタイミングで使
えていれば今 PTSD になっていない」と思うことはたく
さんあります。それは私個人としても家族代々伝わってい
る構造でもあると思っています。父は発達障害気味で、暴
力がありました。アルコール依存症でもあり、身内の母や
娘に身体的暴力等をふるっていました。母は専業主婦で暴
力を受け続け、そのストレスで統合失調症になったと断言
はできませんが、大きなストレスだったと思います。私は
性的虐待を含めて受けたためにメンタルがおかしくなりま
した。妹も似たような状況で精神面も含めて苦しんでい
ます。私の家で考えれば、最初に DV があったはずです。
DV はある日突然 DV 被害者になるわけではないと思いま
す。最初は仲の良い恋人同士だったはずでケガや事故とは
異なります。事故のようにいきなり血が噴き出し、自分も
周りも危険を感じてどうにかしなければならないと認識す
るのですが、そのような分かりやすい困難ではなく、徐々
にだんだんと深刻になるため、日常との境界が分かりにく
いのです。精神疾患等、目に見えない障害全般に言えます
が気づきにくい、ということがあります。そうすると、本
人が気づきにくいことも支援が届きにくい要因の一つだと
思います。一方で行政系の支援サイトを見ると「DV 被害
者の方はこちら」というようにサイト上に「DV」という
タグがあります。本人は DV されているという自覚がない
場合もあり、それは支援を考え運用する側の専門的な概念
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きれないのですが、様々にやっていく中で考えられる課題
は出てくると思います。どのようなところが一番大きな課
題だと思われますか。また、どのようにして、その課題を
乗り越え、研究を一緒にしたいということを考えますか。

佐藤：自分が当事者になったときに、当事者の権利擁護を
することで社会を変えられるという自己効力感が日本の社
会では得にくい文化があると思っています。北欧等では、
自分の学校のルール・校則から合意形成等でみんなで話し
合って、このように変えていけば良いのではないかという
教育もされているようです。そのように、日本では周りや
同じ立場の人が集まって自分の権利を自分で開拓していく
文化があまり根付いていません。特にメンタルヘルス領域
ではそのような状況だと思っています。そのような先行事
例が大きくないということもあります。当事者会や家族会
のみなさまがこれまでも取り組まれてこられていますが、
全体的にみると若年層が少ない点も懸念しています。その
ようなことができるためには、教育レベルで成功体験が必
要だと思います。また、共同参画を進めるため、行政レベ
ルでは失敗を認める文化のようなものが大切だと思ってい
ます。絶対に失敗してはいけない、失敗を許さない前提は
社会にとって悪だと思っています。ビジネス文脈のお話を
すると、プロダクト開発においては、失敗はするものだと
いう大前提で試行回数を増やすことが重要視されます。ま
ずは試してみて、問題点を明らかにする。失敗が明らかに
なったら、すぐにそれを受け入れて、要因を分析し、次は
どうするのかという前向きな改善をして、また試して問題
を明らかにする…というサイクルを高速で繰り返すことが
推奨されます。一方で政策や行政になる瞬間に責任の押し
付け合いのような形になってしまい、失敗は許容されない、
国民としても許さないという風潮があるように思います。
日本全体として、失敗を許さなければスピード感が遅くな
るので、「失敗してもこのように変えていきます」という
ことが認められ、評価されるような先行事例があればいい
のではないかと思います。

金：エビデンス・ベイスド・ポリシーで様々なデータを見
て良かった悪かったということは失敗の評価ではないと思

います。それをマイナス評価にされてしまうと、失敗だと
おびえてしまうことがあるのかもしれません。私たちが大
学で講義をした後で学生から評価を受けますが、スライド
の作り方など、素直に意見を聞く方が良いことが多いと感
じています。学生に修正して貰ったら、とても良いスライ
ドになったことがあります。西先生のスライドは統一感が
あって見やすいですよね。

西：ありがとうございます。フォントもこだわる方は非常
にこだわっています。先ほどお話されたことは、非常に当
てはまることがいくつもありました。一つは NPO 法人コ
ンボさんの『私たちの精神疾患』（YPS 横浜ピアスタッフ
協会ら , 2023）という本が今月出版されました。当事者の
方が書かれた本です。その本の中でお医者さんは、再発し
てはいけないからチャレンジするなということを言われる
けれども、そのようなことが積み重なっていくうちに、自
分の人生が自分で決められなくなっているという話があり
ました。私の記憶をたどっているので正確な引用ではない
かもしれません。再発をしたとしても、その人なりのリカ
バリー、自分の人生を歩いていきたいという気持ちがあり
ます。自分で決めて行ったことは、本当に喜びが大きいと
いうことが書いてありました。多くの私たちの仲間は、そ
れを体験できていないということが書かれていました。先
ほどの話の失敗を認めてということと、非常につながると
思いながら聞いていました。少しレイヤーとしては異なる
かもしれません。

佐藤：勉強になります。患者レベル、行政レベル、組織レ
ベルとしても失敗を許容する文化が浸透すれば良いと思い
ます。

「人間は誰でも、すべての側面でマジョリティで
あることはできません。患者というのは一つの
側面、立場だと思っています。」

金：お母様のご病気と関連しますが、統合失調症はかつて
精神分裂病と呼ばれており、私も所属していた、精神神経

学会の委員会での取り組みを通じて、統合失調症に変更さ
れました。

佐藤：それは非常に驚きました。

金：統合失調症は私が考えた病名ではありません。市民か
らの意見などを聞いて合議の上で考えた名前なのです。そ
もそも精神分裂病は翻訳としても誤っています。

佐藤：そうなのですか。

金：schizophrenia なのですが、言語連想が分裂している
という特徴を持った精神疾患という意味です。ところが、
精神分裂病という特徴を持った病気だと思われてしまい、
同じ病院の先輩の中には「精神が分裂しているのだから話
をしても無駄だ」という方もいました。しかし、実際に話
をしてみるとそのようなことはないのです。話は通じるの
です。おかしいと思いながら調べていくと、精神分裂病の
翻訳が誤っているのではないかと思い立ち、そのような論
文を書いたりもしました。一つの大きな問題として、精神
分裂病の患者に対して医者がしっかりと病名を伝えていな
いのです。告知率が 20 ～ 30％しかありませんでした。自
分が、なぜ病院に来ているのかとアンケートをしたところ、
高血圧や糖尿病できていると答えた人がいるのです。その
ような状態で自己決定権と言っても自分の病名も知らなけ
れば情報の検索もできません。もう一つの背景として、「精
神病は了解不能だ」ということをドイツの偉い先生が言っ
たのですが、あれは幻覚や妄想という現象に対して了解不
能ということがあるといっているだけであり、疾患やその
人間が了解不能だとは言っていないのです。

佐藤：誰でしたか？

金：ヤスパースです。これも日本での解釈としては「精神
病は了解不能だと偉い先生が言っているのだから、精神分
裂病は了解不能なのだ」というように誤解をされました。
精神病の症状ではなく、病気そのものや病気を持っている
人間そのものを了解不能だと思ってしまうのです。精神分
裂病については、このように、精神医学の概念そのものに
まつわるスティグマが根強くありました。

佐藤：確かに、怖い印象がある状態像の名前だと思います。

本当に精神分裂病から統合失調症という名前になってよか
ったと思っており、母も感謝しておりました。同時に精神
疾患に対するスティグマを軽減させるアプローチも必要だ
と思います。「少し怖い」「自分がそれになったときに、周
りからどのように思われるのだろう」というような空気を
少しでも和らげられていくような、患者側の立場に立った
アプローチが必要だと思います。人間はさまざまな側面の
混じり合った、グラデーションのような存在だと思います。
人間は誰でも、すべての側面でマジョリティであることは
できません。患者というのは一つの側面、立場だと思って
います。白黒的な二元論ではなく、グラデーションとして
の多様性を持った存在だということです。

金：本当にその通りですね。最後になりますが、この研究
所や精神医療研究に期待することを教えていただけますか。

佐藤：「本人参画や当事者と一緒に」ということを、皆さ
んが取り組んでいると分かったのですが、ただそれが届い
ていないところもあると思いました。日本でも本人参画を
しているところがあるということは、当人にとっては希望
だと思うのです。私も驚きました。それを知ってほしいと
思いました。

金：本人参画や患者参画は精神保健研究所の全ての部が行
っているとは限らないのですが、研究プロジェクトを考え
るときにも、本来は患者や当事者が参画すべきです。これ
からは当事者参画をしなければ非難されるという状況にだ
んだんとなっていくと思います。

佐藤：それは良い方向性に進むのではないかと思います。

金：この研究所は本当にその先頭に立たないといけませんね。

【注釈】
*1「にも包括」

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の略称。精神障害
の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことが
できるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）、
地域の助け合い、普及啓発（教育など）が包括的に確保されたシ
ステムを指す。

*2「重層的支援」
「重層的支援体制整備事業」の略称。市町村全体の支援機関・
地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築す
ることをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地
域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施することを指す。

*3「トラウマインフォームドケア」
支援対象としている人たちに「トラウマがあるかもしれない」という観
点をもって、トラウマに関する知識や技術を身に着け、対応する支援
の枠組

【参考図書】
YPS 横浜ピアスタッフ協会 , 認定 NPO 法人地域精神保健福祉機
構 , 蔭山正子 : 生きづらさをひも解く：私たちの精神疾患 , 認定
NPO 法人地域精神保健福祉機構 , 市川 , 2023.

編集部スタッフ 住吉　太幹
 大沼　麻実
 山口　創生
フォトグラファー 一ノ谷信行
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精神保健医療福祉の現状のモニタリングと中・長期的な計画策定をするために
様々なデータを用いて「いま」を見る

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

公共精神健康医療研究部
西 大輔　部長

データを使った社会状況のモニタ
リング
　わが国では、地域共生社会の実
現に向け「精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム」という精
神障害の有無や程度にかかわら
ず、誰もが安心して自分らしく暮
らすことができるよう、医療、障
害福祉・介護、住まい、社会参加

（就労など）、地域の助け合い、普
及啓発（教育など）が包括的に確
保されたシステムを目指して整備
が進められています。「精神障害
にも対応した地域包括ケアシステ
ム」を実現していくためには、地
域の特性を踏まえつつ、保健・医
療・福祉の各領域の地域基盤を整
備していくことが求められていま
す。そして、その基盤を作ってい
くためには都道府県や市区町村な
どの自治体が中長期的な視点で計
画策定することが求められていま
すが、そのためには「地域ごとに
異なる課題の把握」「目標の設定」

「成果の評価」の状況をデータで
捉えていくことが不可欠です。
　当研究部では、精神科と他の診
療科との連携や、地域の多様な生
活支援と連動した良質かつ適切な
精神医療の持続的な確保のため
の要件を明らかにすることを目
的として、2024 年度から始まる
第 8 次医療計画に向けた指標案
の作成、都道府県ごとの必要病床
数の基準値の提案（基準病床算定
式）、精神保健医療福祉に関する
全国悉皆調査、それらを行政機関
が利活用しやすいように可視化す

るための研究などを行い、EBPM
（Evidence Based Policy Making）
に貢献するための研究活動を行っ
ています。
　また、第 8 次医療計画からは、
現行の第 7 次医療計画の多様な
精神疾患への対応する指標に加え
て、「普及啓発・相談支援」とい
う観点が新たに加わります。これ
は主に保健、予防、地域支援といっ
た点のモニタリングに重きを置い
ている評価軸です。
　上記の「普及啓発・相談支援」
の 1 つの指標となっている「心
のサポーター養成事業（通称：
NIPPON COCORO ACTION）」
は、2021 年度から当研究部が中
心となって、NCNP が実施して
いる事業です。心のサポーターと
は、メンタルヘルスや精神疾患へ
の正しい知識と理解を持ち、地域
や職域でメンタルへルスの問題を
抱える人や家族等に対してできる

範囲で手助けをする人のことを指
します。各地域で心のサポーター
が養成されていくことで、地域に
おける精神疾患に対する正しい理
解やサポート方法の普及啓発に寄
与するとともに、メンタルヘルス
不調等の予防、さらには早期介入
に繋がることが期待されており、
2033 年までに 100 万人のサポー
ターを養成することを目指してい
ます。
　このように当研究部は、厚生労
働省や各自治体（都道府県・市区
町村）を中心としたわが国の精神
保健医療福祉に関する施策の推進
やその進捗のモニタリング、そし
て日本全体へのプログラムの普及
など、国民全体の精神健康増進お
よび精神疾患の予防や精神疾患か
らの回復を目指して、その基盤を
整備するための政策研究および政
策に資する事業を実施していま
す。

公共精神健康医療研究部紹介
西 大輔 ［医学博士、精神保健指定医、社会医学系専門医・指導医、上級疫学専門家］

　わが国では、これまでに精神疾患を経験した人が総人口の約 20％に上ることが疫学研究で
指摘されている一方で、精神疾患を体験している人のなかで医療機関での治療を受けている人
は半分に満たないことが分かっています。
　そのため、重症の精神疾患の方が、エビデンスに基づいた医療を受けられる仕組みを作って
いくことと同時に、医療以外の方法でメンタルヘルスを良くしていく方法を見出していくこと
も必要であると考えています。
　当研究部では、学術的・政策的な研究・事業を通してこれらの課題に取り組み、さまざまな
専門職や市民の方々と協働してわが国のメンタルヘルス向上に貢献していくことを目指してい
ます。

NIMH 2024
研究部紹介
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薬物問題をもつ人々の性差
　同じように薬物問題を抱えてい
ても、女性には男性と比べて異な
る点が数多くあるといわれていま
す。とりわけ重要なことは、薬物
以外の問題の多さや深刻さで、女
性は男性と比べて、身体的健康、
精神的健康、就労、被虐待経験な
ど広範囲にわたる問題をより多く
抱えていることが過去の研究に
よって明らかにされています。こ
のような性差を踏まえて、男性を
中心に考案された従来の薬物依存
症治療をそのまま女性に用いるこ
とは適切でなく、女性に対する治
療は、その特徴や性差を考慮した
治療モデルにもとづいておこなわ
れるべきであるという考え方が世
界的に広がりつつあります。わが
国の薬物依存症臨床も変化が求め
られています。

わが国の薬物問題をもつ女性たち
　薬物依存研究部では、法務省矯
正局成人矯正課の協力を得て、覚
醒剤取締法違反の罪により女子
刑事施設に収監された受刑者 107
名を対象とした実態把握調査を行
いました。

　結果によると、対象者の 55.1％
が薬物問題について集中治療が必
要な状態にあり、64.9％が、過去に
DSM-5（Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Fifth 
Edition）による物質関連障害およ
び嗜癖性障害群以外の精神障害
の診断を受けたことがあると回答
していました。また、PDS–5 (The 
Posttraumatic Diagnostic Scale 
for DSM–5)という尺度を用いてト
ラウマ体 験の有 無や PTSD 重 症
度評価をおこなった結果、対象者
の 72.5％が過去にトラウマティック
な体験があると回答していました。
PDS–5 では、PTSD 診断の可能性
を識別するためのカットオフポイント
が 28 点とされていますが、トラウマ
ティックな体験があると回答した人の
うち、31.6％が 28 点以上に分類さ
れました。
　これらの結果から、覚醒剤事犯
女性の多くは、暴力や児童虐待な
どのトラウマ体験を有しており、
そのなかには、PTSD 診断を満た
すほどの症状を抱えている人も少
なくないことがわかります。また、
抑うつ障害など物質使用障害以外
の障害をもつ人の割合も高いこと

から、薬物問題の解決に向けた治
療や介入をおこなう際には、薬物
問題とその他の精神障害との関連
性をよく理解し、その人の状態に
見合った目標や方法を慎重に検討
していくことが必要といえるで
しょう。

女性のための治療プログラムの開発
　薬物依存研究部では、実態調
査の結果も踏まえつつ、「女性の
ためのリカバリー・プログラム
SERA（Seeking to Recover from 
Addiction）」 の ワ ー ク ブ ッ ク と
ファシリテーターマニュアルを
作成しました（図 1 および図 2）。
薬物とトラウマ双方の問題を併せ
もつ女性たちが、多くの困難を生
き延びてきたこれまでの人生を振
り返り、今までとは異なる言葉で
語りなおし、これからの人生に役
立つ道具を得ることを目的とした
プログラムです。
　今後は、他施設共同研究でプロ
グラムの効果を評価し、研修等を
通じて全国の医療機関に普及を進
めることで、女性のニーズに基づ
く女性に特化した治療と支援の実実
現を目指します。

性差を考慮した女性のための薬物依存症治療モデル構築
現場の課題を解決するために、基礎・疫学・臨床の3つの研究が連動する研究部

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

薬物依存研究部
松本 俊彦　部長

薬物依存研究部紹介
松本 俊彦 ［医学博士、精神保健指定医］

　当研究部は 3 つの研究室から構成されています。心理社会研究室では、薬物の広がりや使用
者の背景を明らかにすべく疫学研究を、依存性薬物研究室では、薬物の毒性・依存性を明らか
にするために行動薬理学研究を、そして診断治療開発研究室では、センター病院で診療しなが
ら臨床研究を行っています。
　薬物依存症は多面的な病気です。というのも、時代や文化によって刻々と変化する「環境」
の中で、脆弱性を抱える「個体」が依存性のある「物質」と遭遇し、相互に影響をしあって生
じるからです。私たちは、「物質」「環境」「個体」という 3 つの観点のいずれもおろそかにす
ることなく、薬物依存症をめぐる諸問題と向き合い、研究を続けています。

NIMH 2024
研究部紹介

図１．⼥性のためのリカバリー・プログラムSERA 
（Seeking to Recover from Addiction）

図２．⼥性のためのリカバリー・プログラムSERA 
ファシリテーターマニュアル



14 15National Institute of Mental Health National Institute of Mental Health

人生におけるストレスの解明と治療
脳神経科学研究と心理社会的治療、社会支援研究の連携

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

行動医学研究部
金 吉晴　部長

　私たちは重度のストレスによっ
ても生じる種々の精神疾患の病態
解明、治療研究、治療研修、社会
啓発に取り組んでいます。これま
で PTSD（Post Traumatic Stress 
Disorder）に対する持続エクスポー
ジャー療法、複雑性 PTSD に対す
る STAIR（Skills Training in Affect 
and Interpersonal Regulation）/
NST（Narrative Story Telling）療
法を初めて日本に導入し、治療効
果を検証してまいりました。また
海馬における恐怖情動記憶の処理
回路に関与すると思われる NMDA
受容体の拮抗薬であるメマンチン
に PTSD 治療効果を見出し、関与
する物質の特定も行うなど、神経
メカニズムに踏み込んだ治療開発
も行っています。
　さらに、国の重要事業である摂
食障害治療支援センター設置運営
事業による摂食障害全国支援セン
ターの事務局作業を当部で担当し
ています。厚生労働省とも連携し
つつ、研究成果を臨床的に還元す
るための研修にも熱心に取り組ん
でおり、PTSD 研修事業、持続エ
クスポージャー療法研修、強迫性
障害の治療研修、災害時心理的応
急処置研修、摂食障害治療研修を
開催いたしました。

ジェンダーの不一致がある当事者
を責めるのではなく、いじめ防止
などの対策を
　ジェンダーの不一致がある人は
メンタルヘルスの問題を抱えやす
いとされていますが、これは社会
における生き辛さなどが原因なの
ではないか、ということが言われ
てきました。私たちはランダムサ
ンプリングした 3171 人のデータ
を解析し、12 歳時点のジェンダー
の不一致、14 歳時点のいじめや
友人関係などの社会的要因、16
歳時点の精神症状の関連を評価し
ました。解析の結果、いじめ、孤
独感、父・母・友人との関係など
の社会的要因が重要であることが
明らかになりました（図 1）。当
事者を責めるのではなく、例えば
いじめ対策をする、周囲の人間が
ありのままの当事者を受容してい
く、など社会の側が変化すること
の重要性が示唆されました。こう
した研究成果により、当事者のス
ティグマや生き辛さが軽減される
社会へと成熟していくことが期待
されます。

PTSD による自殺を予防するために
　PTSD は自殺の明確なリスク因
子です。本研究では、PTSD 女性

患者 83 名を対象に、自記式質問
紙と構造化面接によって評価した
自殺念慮・自殺リスクと、炎症に
よって増加するタンパク質（高感
度 CRP・IL-6）の血中濃度の関連
を調べ、さらに炎症系遺伝子の影
響を検討したところ、自殺念慮・
リスクには、これらのタンパク質
の濃度が関連しており、また、そ
うした濃度に影響する CRP 遺伝
子・IL6 遺伝子多型は、自殺リス
クと関連していることが明らかに
なりました（図 2）。さらに、潜在
的交絡要因を統制した多変量解析
により、これらの遺伝子多型は自
殺念慮・リスクを有意に予測する
ことが見いだされました。炎症系
遺伝子の多型を調べることにより、
PTSD 患者の自殺予防や治療開発
に貢献できることが期待されます。

NIMH 2024
研究部紹介

行動医学研究部紹介
金 吉晴 ［医学博士、精神保健指定医］

　私たちの部は、PTSD や摂食障害などのストレス関連疾患を扱っています。PTSD の病態解
明のために児童期からのライフイベント、遺伝子発現、脳機能画像、免疫炎症系、心理特性、
認知機能などを活用し、これらの指標を認知行動療法や新規薬物への治療効果研究にも取り入
れ、治療反応の予測を検討しています。摂食障害については厚生労働省と連携して支援拠点病
院を取りまとめ、治療支援体制モデルを全国に広めていくことに取り組んでいます。
　トラウマに関する基礎的な研究を推進するだけではなく、治療研究を通じた治療法の開発と
実証、研修を通じた臨床家の育成、疫学研究を通じたトラウマやスティグマの影響の解明にも
取り組んでいます。

図 1 図2 PTSD 患者におけるCRP遺伝子rs2794520多型・患者におけるCRP遺伝子rs2794520多型・
IL6 遺伝子 rs1800796 多型と自殺念慮・リスクの関連IL6 遺伝子 rs1800796 多型と自殺念慮・リスクの関連

12歳時点のジェンダーの不一致 14歳時点の社会的要因（いじめ、
孤独感、父・母・友人との関係）

16歳時点のうつ症状

*一般の方向けに分かりやすくするために図を簡略化しています。実際は年齢や
性別などの交絡因子と呼ばれる変数が存在し、また中間因子どうしがお互いに複
雑に絡み合った図が想定されます。実際の解析ではこれら全てに対処しています。

コンスタントにこれらの社会的要因を介してうつ症状が形成
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　統合失調症や気分障害（躁うつ
病やうつ病）など精神疾患患者の
社会生活上の回復を左右する要因
として、記憶、実行機能、注意、
処理速度、語流暢性など、いわゆ
る認知機能の障害が注目されてい
ます。統合失調症と比べて気分
障害における認知機能障害は軽微
であるとされていますが、日常生
活の質や持続的な就労、主観的な
幸福感といった、生活を営むうえ
で大切な社会機能を妨げることが
わかってきました。たとえば、物
忘れが増えて仕事や家事の能率が
悪くなったり、不注意によるミス
が増えるので気を張って疲れたり
イライラしやすくなったり、思う
ように言葉が思いつかなくなった
り、話についていけなくなること
で会話への参加が怖くなってし
まったり……など様々なかたちで
生活全般に影響し、以前であれば
できていたことができなくなって
しまうということがあるようで
す。こうした事実が明らかになっ
てきたことで、気分障害における
認知機能障害をターゲットとした
治療法の開発や、日々の診療のな
かでの認知機能評価が世界規模で
奨励されるようになりました。
　しかし、気分障害の認知機能障
害が重要視されるようになったの
は比較的最近のことで、いまは研
究者ごとに異なった検査を使って
調査が行われているために、一貫
した知見を集積できていないとい
う課題があります。そこで、国際
双極性障害学会は多くの研究者が

共通して用いることのできる検査
の組み合わせ（テストバッテリー）
として、ISBD 神経認知評価バッ
テリー（International Society for 
Bipolar Disorders - battery for 
assessment of neurocognition: 
ISBD-BANC） や 精 神 疾 患 認 知
機能障害簡易評価尺度（Screen 
for Cognit ive Impairment in 
Psychiatry: SCIP）をまとめあげ
ました。また、気分障害には他の
疾患にはみられない特有の情報
処理の傾向（hot-cognition）があ
り、これを評価するための有力な
評価法として感情障害認知機能簡
易評価尺度（Brief Assessment of 
Cognition in Affective Disorders: 
BAC-A）という検査が作成され
ました。当部ではこれら国際標準
のテストバッテリーの日本語版作
成にかかわり、なかでも SCIP と
BAC-A の日本語版について尺度
としての妥当性・信頼性を確かめ

るための調査をただいま推し進め
ているところです。
　日常診療で簡単に実施のできる
評価法が実用化されれば、社会機
能の悪化の兆候に早くから気が付
くことができますし、臨床家自ら
が治療の有効性を数値として客観
的にとらえることにも役立ちま
す。さらに、多くの国や研究者間
で共通の評価方法を用いるように
なれば、治療法開発のための臨床
試験を多くの国で協力し合って大
規模化できますし、病態を明らか
にするための研究も調査結果の比
較や統合を進めることができ、よ
り確からしい知見を予防医療の実
践へ提供できると期待していま
す。
　上記の取り組みを NCNP 病院
の専門疾病センターである気分障
害センターや、他の複数の医療機
関との協働によりおこなっていま
す。

気分障害を対象とした認知機能検査バッテリーの日本への導入
精神疾患の早期介入・予防のための新しい評価方法の導入を多施設・多職種共同で推進する

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

児童・予防精神医学研究部
住吉 太幹　部長

児童・予防精神医学研究部紹介
住吉 太幹 ［医学博士、日本精神神経学会精神科専門医・指導医］

　統合失調症、気分障害、発達障害などにみられる認知機能障害を、1）これらの精神疾患の
早期発見指標、2）患者の QOL 向上に直結する治療の対象、などと位置付けた研究を展開して
います。具体的には、認知機能の精緻な評価法の開発と神経生物学的指標との関連や、薬物あ
るいはニューロモデュレーションを用いた認知機能障害に対する治療法の開発についてのトラ
ンスレーショナルな研究を手がけています。その際、機能的予後を軸としたリカバリーの指標
を主眼とすることが、当部の臨床研究の特徴です。また、児童・青年期の精神科的障害のコホー
ト研究や、新型コロナ感染拡大防止抑制下のメンタルヘルスに関するオンライン調査などを展
開しています。

NIMH 2024
研究部紹介

図 1 SCIP は特別な道具を必要とせず、記録用紙と筆記具、ストップウォッチ
だけで実施できる 15 分程度の検査で、実用化されれば幅広く普及することが
予想されます。
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子宮内エレクトロポレーションを用いたマウス・プルキンエ細胞蛍光ラベリング

分子精神薬理研究室
　近年の精神医学の目覚ましい発
展に伴い、精神疾患のリスクファ
クターとして、様々な遺伝要因や
環境要因が報告されています。し
かし、多くの精神疾患は遺伝学的
にも症候学的にも異なる疾患群の
集まりであり、また、個々の関連
遺伝子が発症に及ぼす影響は極め
て限定的です。さらに、人間と異
なり、モデル動物は主観的体験で
ある精神症状を言葉を使って表現
することができないという問題点
もあります。そこで、当研究室で
は、ヒトと実験動物で共通に観測
できる客観的な神経生理学的指標
として、脳波測定により検出され
るガンマ帯域オシレーション及び
ノンレム睡眠スピンドル波に注目
した実験を行っています。実際、
統合失調症の GABA 仮説をもと
にした新規モデルマウスを用いて
解析した結果、患者で報告されて
いるような脳波異常、ガンマ帯域
オシレーション及びノンレム睡眠
スピンドル波における特徴を実際
に観察することができました。現
在、こうした神経生理学的変化の
詳細を明らかにするために、脳ス
ライス標本を用いたパッチクラン
プ法による電気生理学的解析を
行っています。このように、遺伝
子組換えモデルマウスの単一神経
細胞の機能変化、神経回路の病
態、脳波の特徴、個体レベルの行
動変化を、臨床研究で得られる生
理学的指標と照らし合わせること
で、これまで人間に固有と考えら

れてきた精神症状を生み出す脳の
仕組みをモデル動物を用いて解明
することができるものと考えてい
ます。

向精神薬研究開発室
　精神疾患は患者本人にとってつ
らい経験であるだけでなく、社会
的にも大きな課題となっていま
す。精神疾患の治療として薬物治
療が一般的に行われていますが、
現行の治療薬には副作用の問題や
治療抵抗性を示す症例が少なくな
いなどの問題もあり、より良い治
療薬の開発が望まれています。向
精神薬研究開発室では、マウスや
ラットを用いて、うつ病や統合失
調症に類似した症状の背景にある
生物学的メカニズムの解析と様々
な化合物の薬効評価を通じて新規
治療薬の開発と探索に貢献するこ

とを目指しています。近年、私た
ちは、仲間が大きなマウスから攻
撃されている場面をマウスに見せ
ることで、身体的苦痛を与えずに
心理的ストレスを与える方法を確
立しました。心理的ストレスを与
えられたマウスはうつ病とよく似
た症状を示し、従来のモデルより
も妥当性に優れていることが確認
できました。現在、このモデルに
光遺伝学による特定ニューロンの
活動操作を組み合わせることで、
心理的ストレスによって行動が変
容していくメカニズムの解析を進
めています。こうした精神疾患に
より近い動物モデルの開発と利用
により、新規医薬品開発に貢献で
きるものと強く期待されます。

トランスレーショナルリサーチによる精神疾患研究の新展開
独創的な発想と最先端の神経科学研究を活かして精神疾患の克服を目指す

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

精神薬理研究部
金 吉晴　部長

精神薬理研究部紹介
金 吉晴 ［医学博士、精神保健指定医］

　精神薬理研究部には、分子精神薬理研究室（三輪秀樹室長）及び向精神薬研究開発室（古家
宏樹室長）が設置され、精神医学、薬理学、神経科学、心理学といった多彩なバックグラウン
ドを有する研究スタッフが様々なステージの研究を実施しています。具体的には、統合失調症
やうつ病などの精神疾患を対象に、神経回路の理解に基づく病態解明と新規治療法の開発研究
を進めています。さらに、精神疾患の最適治療戦略の確立を目指した臨床研究を実施していま
す。実験動物や培養細胞などを対象とした研究から得られた知見が、ベッドサイド、ひいては
日常臨床と相互にトランスレーションされて行くことが強く期待されています。

NIMH 2024
研究部紹介
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精神疾患の克服とその障害支援のための先駆的研究活動
新たな疾患分類による病態解明と診断法・治療法の開発、精神科治療ガイドラインの
普及・教育・検証活動を通じ、精神医療の世界を変えることを目指す

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

精神疾患病態研究部
橋本 亮太　部長

オールジャパンの生物学的精神医
学の多施設共同研究体制を牽引
　認知社会機能、脳神経画像、神
経生理機能などの中間表現型及び
ゲノムなどの生体試料を用いて、
統合失調症、気分障害、発達障害
などの幅広い精神疾患について疾
患横断的に検討することにより、
精神疾患の病態を解明し、新たな
診断法・治療法の開発を目指して
います。この研究は我々が、日本
全国 43 の精神疾患関連研究機関
の共同研究体制である COCORO

（Cognitive Genetics Collaborative 
Research Organization：認知ゲノ
ム共同研究機構）を運営して行っ
ています。多施設共同研究にて、
統合失調症を中心に三次元脳構造
画像解析、拡散テンソル画像解
析、安静時機能的 MRI 解析など
を行い多数の業績をあげていま
す。2023 年には 14 施設の精神疾
患患者と健常者合わせて 5549 例
の大脳皮質構造画像を用いて、4
大精神疾患における大脳皮質の厚
みと、大脳皮質の表面積について、
パターンの共通点、相違点を見出
すという成果もあげ、世界的な

学術誌の「Molecular Psychiatry」
に論文が掲載されました。

統合失調症の診断を補助する医療
機器プログラムの開発
　精神疾患の診断は医師の問診に
基づく主観的評価が主体となるた
め、症状が不明確な発症早期での
診断の一致率は低くなることが知
られています。代表的な精神疾患
である統合失調症は早期治療によ
りその予後が改善することが知ら
れていますが、発症早期は症状が
はっきりせず、その経過も短く診
断が困難です。このことから、発
症早期に現れる客観的なマーカー
を明らかにし、診療現場で測定
することが望まれています。われ
われは、統合失調症に頻繁に見ら
れる認知機能の低下と視線の異常
に着目して診断マーカーの研究に
取り組み、これらの検査結果の組
み合わせが統合失調症の診断マー
カーになることを示しました。その
成果を踏まえて現在は、認知機能
と視線の異常をタブレットで簡便
に測定し、統合失調症の診断を補
助することのできる医療プログラ
ム機器の開発研究を進めています。

精神科治療ガイドラインの普及・
教育・検証活動
　 我 々 は 精 神 科 治 療 ガ イ ド ラ
イ ン の 普 及・ 教 育・ 検 証 活 動
で あ る EGUIDE（Effectiveness 
of Guideline for Dissemination 
and Education in psychiatric 

treatment）プロジェクトを牽引
し、精神科医療の普及と均てん化
を行っています。EGUIDE プロ
ジェクトは、精神科医に対してガ
イドラインの教育の講習を行い、
ガイドラインの効果を検証する社
会実装研究です。EGUIDE プロ
ジェクトには 47 大学 301 医療機
関が参加しており、統合失調症と
うつ病のガイドライン講習を全国
で 150 回以上行い、延べ 3500 名
以上が受講し、その理解度と実践
度が向上することを示してきまし
た。更に、受講者はガイドライン
が推奨する治療を行うようになり
ました。ガイドラインは患者さ
ん・ご家族・支援者・医師が共同
意思決定を行うための参考となる
資料です。これらの講習を通じて
得た経験を踏まえて、患者さん・
ご家族・支援者と共に 2022 年に
は「統合失調症薬物治療ガイドラ
イン 2022」を公表し、患者さん・
ご家族・支援者と共に普及活動を
行っています。このように医師と
患者さんの双方の理解を向上させ
ることにより、よりよい医療が行行
われることを目指しています。。

精神疾患病態研究部紹介
橋本 亮太 ［医学博士、精神保健指定医］

　私たち精神疾患病態研究部では、精神疾患の克服とその障害支援のために、新たな疾患分類
による病態解明と診断・治療法の開発や、既に確立している精神科治療ガイドラインの普及・
教育・検証活動を行っています。新たな診断・治療法の開発を目指した研究や、質の高い医療
の普及には時間がかかりすぐに効果が現れるものではありませんが、現在の問題点を根本的に
解決し、精神科医療に貢献するものであると信じ日々活動しています。私たちの研究活動は、
大学の精神医学教室との人的交流による人材育成と、センター内の病院、トランスレーショナ
ルメディカルセンター、精神科関連学会との連携によって、実現化しています。

NIMH 2024
研究部紹介

脳 MRI 画像の 68 の大脳皮質領域の図。各領域
毎に皮質厚・表面積を算出して患者群と健常群
を比較した。

現在、精神病態セミナーを現地とウェブのハイを現地とウェブのハイ
ブリッド開催しております。セミナー後にたこブリッド開催しております。セミナー後にたこ
焼き懇親会も行っていますので是非ご参加くだ焼き懇親会も行っていますので是非ご参加くだ
さい。さい。
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国民の健康増進施策における睡眠健康増進のための新指針開発
質が担保された適切な睡眠時間を確保するための年代別目標設定

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

睡眠・覚醒障害研究部
栗山 健一　部長

2024 年度より、次期国民の健
康づくり施策である、健康日本
21（第三次）が始まります。健康
日本 21（第 2 次）では、大多数
の健康増進のための行動目標が達
成されましたが、残念ながら「睡
眠による休養が得られていない人
の減少」という、睡眠目標は達成
に至らず、むしろ増加に転ずる傾
向が示されました。

健 康 日 本 21（ 第 2 次 ） で は、
睡眠健康増進を目指した啓発資材
である「健康づくりのための睡眠
指針 2014 ～睡眠 12 箇条～」が
作成されました。健康日本 21（第
三次）では、睡眠目標達成に向
けて指針をアップデートし、「健
康づくりのための睡眠指針 2023」
を作成することになりました。
我々は、この「健康づくりのため
の睡眠指針 2023」案作成のため
の研究班（厚生労働科学研究費補
助金 疾病・障害対策研究分野 循
環器疾患・糖尿病等生活習慣病対
策総合研究 21FA1002）の代表研
究機関として令和 3 年より活動し
ています。
「健康づくりのための睡眠指針

2023」（案）では、前指針以降に
明らかとなった科学的エビデンス
を取り入れた上で、12 箇条のポ
イントを 5 つの大原則に整理しま
した（図）。さらに、前指針より
取り入れた年代別の注意点をより
強調するために、成人、こども、
高齢者の世代ごとに、注意すべき
5 原則の優先順位を明確にし、年
代ごとに異なる対策法を具体的に

示しました。https://mhlw-grants.
niph.go.jp/project/162447

健康日本 21（第三次）では、
第 2 次で掲げられた目標である

「睡眠による休養が得られていな
い人の減少」を「睡眠で休養が
とれている者の増加」に修正する
とともに、「睡眠時間が十分に確
保できている者の増加」を新たな
睡眠目標に加えることとなりまし
た。ここでの十分な睡眠時間とは、
成人においては 6 時間以上 9 時間
未満を指します。この背景には、
睡眠時間の充足に加えて睡眠休養
感が担保されていることが将来の
死亡率を減少させるという、我々
の研究成果が根拠として採用され
て い ま す（Yoshiike ら , Sci Rep 
12(1):189, 2022）。そして、高齢
者においては睡眠時間の充足より
も、床上時間の抑制（必要以上に
長く床の上で過ごさないこと）が
将来の死亡率抑制に寄与すること
から、高齢者の十分
な睡眠時間は、成人
より 1 時間少ない、
6 時間以上 8 時間未
満と定義されていま
す。
「健康づくりのた

めの睡眠指針 2023」
（案）では、第 1 原
則の中で、睡眠時間
と睡眠休養感を両立
させることの重要性
と、成人、高齢者の
目指すべき睡眠時間
確保の方針を説明し

ました。さらに、こどもにおいて
は、米国睡眠医学会（American 
Academy of Sleep Medicine） の
示す指針を参考に、成長段階に
合わせて成人よりも長い睡眠時間
を参考値として示しました。そし
て、第 2 原則では主に光、温度、
騒音に関する睡眠環境について、
第 3 原則では運動、食事、リラク
ゼーションに関する生活習慣につ
いて、第 4 原則ではカフェイン、
アルコール、ニコチンなどの嗜好
品について、そして第 5 原則では
睡眠障害に関して概説してありま
す。

我々は「健康づくりのための
睡眠指針 2023」が十分活用され、
健康日本 21（第三次）の睡眠目
標が達成されるために、さらに必
要な睡眠健康増進のための環境整
備に関し、引き続き研究を進めて
いく予定です。

睡眠・覚醒障害研究部紹介
栗山 健一 ［医学博士、精神保健指定医］

　睡眠・覚醒障害研究部はヒトの睡眠制御機構、概日リズム制御機構、脳と心の機能への睡眠
の役割を解明すべく活動を行っています。
　3 名の常勤研究員（部長：栗山健一、室長：北村真吾、吉池卓也）、3 名の非常勤研究員（リサー
チフェロー：河村 葵、科研費研究員：伏見もも、岡邨しのぶ）および多数の他施設所属の研究員、
教員、大学院生や大学学部生が在籍し、ヒトを対象とした基礎生理研究、NCNP 病院睡眠障害
センターと連携した臨床研究を行っております。さらに睡眠障害診療に関わる臨床ガイドライ
ン作成や、国民の健康増進を目ざした睡眠健康指針の策定、健康・医療施策に還元するための
疫学研究に取り組んでおります。

NIMH 2024
研究部紹介

新・睡眠指針を職域で活用するためのコホート研究を進めているのコホート研究を進めている

日本睡眠学会第 45 回定期学術集会、シンポジウム 29：健康づくりの
ための睡眠指針 2023（仮）の要旨と国民の睡眠健康改善目標（2023
年 9 月 16 日　パシフィコ横浜にて）終了後にシンポジスト・指定発
言者と撮影

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127752_00006.html
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認知神経科学から挑む神経発達症の病態解明
神経発達症の生物学的基盤を多様なアプローチで解明しテーラーメイドな治療を切り拓く

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

知的・発達障害研究部
岡田 俊　部長

認知神経科学に基づく神経発達症
の病態解明
　自閉スペクトラム症や注意欠
如・多動症などの神経発達症の背
後にある神経基盤を、視線や表情
などの社会認知、実行機能、報酬
系機能、時間知覚の障害と脳構
造・脳機能画像との関連から解明
する研究を推進しています。本
研究は、NCNP 病院児童精神科、
脳病態統合イメージングセンター
(IBIC)、国立国際医療研究セン
ター国府台病院児童精神科、京都
大学、筑波大学などとの共同で実
施しています。

注意欠如・多動症のペアレントトレー
ニングの有効性の検証と社会実装
　東京大学と共同で、ペアレント
トレーニングのランダム化比較試
験を実施するとともに、治療効果
に関連する神経基盤の解明を取り
組んでいます。また、本邦におけ
るペアレントトレーニングの普及

を図るべく、医療機関におけるペ
アレントトレーニング実施者養成
研修を実施するとともに、本治療
の普及の阻害要因を同定し、ペア
レントトレーニングの社会実装を
進める研究を展開しています。

神経発達症の親子行動療法の有効
性の検証と普及
　親子相互交流療法（PCIT）は、
2 歳～ 7 歳の注意欠如・多動症、
反抗挑発症、素行症などの児童を
対象にした親子行動療法であり、
養育者の養育能力の向上や、児童
の行動上の問題の減少に有用であ
ることが確認されています。当部
では、PCIT 実施における前方視
的データ蓄積し、PCIT の治療適
応やアドヒアランスに関連する要
因を明確化する研究を推進してい
ます。

自閉スペクトラム症の齧
げ っ し る い

歯類モデ
ルの確立と動物モデルを用いた治
療法開発
　自閉スペクトラム症の齧歯類モ
デルは複数提案されているもの
の、その効果判定の指標となる行
動はいまだ同定されていません。
人間環境大学との共同で、リーチ
ング行動を用いた齧歯類の社会性

を検討することのできる新規行動
指標を確立するとともに、他個
体の存在が齧歯類の行動に及ぼす
影響について知見を蓄積していま
す。

神経発達症の支援の拡充を図る研
修事業の実施
　神経発達症に関わる医師を拡大
し、地域連携を構築するため、全
国で実施される「かかりつけ医等
発達障害対応力向上研修」の講師
となる医師等の医療関係者や行政
関係者を対象に年 4 回（各 2 日間）
の発達障害支援者研修を実施して
います。

強度行動障害者の一般医療の受診
実態に関する調査
　強度行動障害がある当事者は、
チャレンジング行動のために必要
に応じて適切な一般医療を受けら
れていない可能性がありますが、
その実態は明確ではありません。
アンケートとヒアリングを通して
その実情を明らかにするととも
に、一般医療受診の円滑化を促進
する方略を明確化します。

知的・発達障害研究部紹介
岡田 俊 ［医学博士、精神保健指定医］

　児童精神医学、小児科学、臨床心理学、実験心理学、神経生理学、動物実験学など、基礎か
ら臨床まで多様な専門性を持つ専門家が、自由闊達な雰囲気のもと、知的・発達障害の病因・
病態解明、診断法、治療・支援法開発という共通の目標に向けて取り組んでいます。国内外の
プロフェッショナルが客員研究員として在籍しており、多機関連携を推進し、国際競争力のあ
る研究活動を展開しています。また、千葉大学大学院医学研究院（精神医学）との連携大学院
として研究者育成を行っているほか、博士号既取得者においてもキャリアパスを意識し、国内
外の研究機関でネクストリーダーとして活躍できるよう支援することをミッションに掲げてい
ます。

NIMH 2024
研究部紹介
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当事者主導研究の実施ガイダンスの開発
患者・市民参画の実装と普及のさらなる推進に向けて

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

地域精神保健・法制度研究部
藤井 千代　部長

疾患や障害をもつ人の「経験知」
から学ぶ

疾患や障害をもつ当事者が主
体となって研究を行う「当事者主
導研究」が注目されています。当
事者主導研究の特徴は、当事者が
研究テーマや研究計画を立案し、
集めたデータを分析して結果を公
表するといった、研究のあらゆる
段階の意思決定に関与しながら進
めていくことです。当事者主導研
究の起源は、研究者が行う研究
が必ずしも当事者の権利や生活上
のニーズに沿った変化をもたらさ
ないことに対する当事者が抱く不
満や問題意識であるといわれてお
り、研究のあり方が問われていま
した。そのような背景の中、近年
では当事者・市民と研究者が一緒
に、あるいは当事者・市民によっ
て研究を行うことを意味する患
者・市民参画（Patient and public 
involvement: PPI）の考え方が欧
米諸国を中心に拡がりを見せてい
ます。PPI の機運の高まりによっ
て、研究から得られた研究者の専
門知だけでなく、当事者が疾患・
障害の体験や保健福祉サービスの
利用経験を通して得た経験知も重

要視されるようになりました。当
事者主導研究は、研究者が持ち合
わせていない経験知による新しい
アイデアや研究知見が生み出され
る可能性があるとして期待が寄せ
られています。

当事者主導研究の実践事例の記録
地域精神保健における当事者

主導研究の発展が望まれる一方、
当事者主導研究の実施にあたっ
て、どのようなシステムや支援が
必要かについては明らかになって
いませんでした。研究倫理指針や
財政基盤が国によって異なること
から、参照できる当事者主導研究
の文献や資料が少ないことも課題
となっています。そこで当研究部
では、当事者が主導する調査研究
に研究者が参加する実践事例を記
録することを通して、当事者主導
研究の解像度を高め、今後の実践
の広がりを展開するための課題の
把握等を行うこととしました。

従前から当事者主体で調査活
動を行っている一般社団法人精
神障害当事者会ポルケに依頼し、
同団体が行う DIARY（Disability 
Inclusive Action and Disaster Risk 

Reduction surveY）プロジェクト
に参画しています。このプロジェ
クトは、精神障害をもつ当事者が
災害時に抱える困難に対する支援
のあり方や、より良い防災のあり
方等についての社会実装を目的に
熊本県と福島県で調査等をこれま
で行っています。

DIARY プロジェクトに伴走す
ることを通して、当事者主導研究
の “ 強み ” が見えてきました。例
えば、調査の対象者から「日頃、
参加する当事者コミュニティーか
らの紹介により、インタビューが
参加しやすい」などの声が聞か
れました。一方で、当事者主導研
究を普及するために、いくつかの
課題があることが分かってきまし
た。具体的には、研究倫理審査の
応募や、当事者主導研究をサポー
トする研究者の育成などです。引
き続き、当事者主導研究の実施プ
ロセスを記録することによって、
当事者がもつ経験知を支援サービ
スや政策立案に活かすために、ど
のように当事者主導研究を実施す
るとよいかに関するガイダンスを
開発し、研究における PPI の発発
展を推進していきます。

地域精神保健・法制度研究部紹介
藤井 千代 ［医学博士、精神保健指定医］

　地域精神保健・法制度研究部では、生物・心理・社会的観点から精神障害を多面的に捉え、
地域に暮らす精神障害をもつ人とその家族が主体的な生活を送るための支援技法やシステムの
開発、その効果に関する実証的研究を活動の中心としています。また、医療観察法に基づく医
療の検証を通じて、医療観察法の対象者への支援や権利擁護のあり方、それらの一般精神科医
療への適用に関する検討を行うことも重要な柱のひとつです。研究活動を通じて政策としても
取り入れることが可能な支援モデルを提示し、自治体や専門職、市民への教育研修等を実施し
てそれらの普及を図ることにより、研究成果の社会への還元を行っています。

NIMH 2024
研究部紹介
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国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所

ストレス・災害時こころの情報支援センター
金 吉晴　センター長

災害時に手の届く心のケアを提供するために
日頃の備えとエビデンスのある対応

　ストレス・災害時こころの情
報支援センターは東日本大震災

（2011）を受けて「災害時こころ
の情報支援センター」として発足
し、災害時の精神保健医療対応に
関する対策、人材育成、各種調査
を受け持ってきました。3.11 震
災の被災地に設立された心のケア
センターでの活動に協力すると
ともに、その活動を総括し、将
来の指針を策定する厚生労働省
事業に協力をしています。また
COVID-19 感染拡大を受け、厚生
労働省の「新型コロナウイルス感
染症に係るメンタルヘルスに関す
る調査」にも協力し、調査項目の
策定、解析、報告書作成に関わっ
てきました。NCNP では本年春
からこころの情報サイトを開設し
ましたが、そのトップページに「コ
ロナ心の支援情報」というウェブ
ページが開設されています。その
中の不安の項目を当センターで担

当しました。
　当センターでは世界保健機関

（WHO）と連携して、災害時の心
理的応急処置 (Psychological First 
Aid: PFA) を日本に導入し、マニ
ュアルの翻訳、指導者の育成を行
い、これまでで 2 万人を超える
方々が研修会、講義を受講されて
います。コロナの猛威がようやく
収まりつつあることを受けて、対
面での研修会も徐々に再開され、
特に PFA の指導者育成のための
四日間研修を国際協力 NGO ワー
ルド・ビジョン・ジャパンに協力
して開催することができました。
PFA のマニュアルの日本語版は
当センターの HP から簡単にダウ
ンロードすることができます。日
本ユニセフ協会と協力して開発し
た、災害時の子どもの居場所を確
保するための「子どもにやさしい
空間 child’s friendly spaces」のパ
ンフレットとともに、広く活用さ

れています。
　当センターでは行動医学研究部
と連携して、厚生労働省と連携
した PTSD 対策の普及に協力し、
PTSD 対策専門研修事業を受託し
ています。これは池田小学校児童
殺傷事件を機にセンター長である
金が当時の厚生省担当者と相談し
て発足した事業ですが、これまで
におよそ 1 万 5 千人が受講され、
日本の PTSD 対策の向上に大き
く貢献してきました。

ストレス・災害時こころの情報支援センター紹介
金 吉晴 ［医学博士、精神保健指定医］

　当センターは 3.11 震災を受け、精神保健研究所の中に設置されました。災害後の心理社会
的回復のためのより効率的な支援のあり方を検討しています。災害直後の心のケアとしては社
会心理支援としての心理的応急処置（Psychological First Aid: PFA）が国際的にも推奨されて
おり、私たちは WHO と契約の上、日本で精力的に普及しています。症状が長引いた場合の対
処方法としてオーストラリアの PTSD センター（フェニックスセンター）と連携して SOLAR
プログラムを検討しており、また PTSD を発症した場合の対応として、厚生労働省の PTSD
対策専門研修事業を受託して PTSD 治療の向上に努めています。

NIMH 2024
研究部紹介
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令和６年度精神保健に関する技術研修課程

研　修　日　程 課　程　名 定員 担当部署名

【オンライン開催】
［1日目：オンデマンド配信］
4月22日（月）～5月31日（金）

［2日目：ライブ配信］ 
5月17日（金）

（第3回）
摂食障害入院治療研修

～入院治療の留意点とコツ～
300 行動医学研究部

【オンライン開催】
6月26日（水）～6月27日（木）

（第5回）
発達障害者支援研修：

指導者養成研修パートⅠ
50 知的・発達障害研究部

【対面・オンライン開催】 
［1日目：対面開催］
7月2日（火）

［2日目：オンライン開催］
 7月9日（火）

（第13回）
災害時PFAと心理対応研修 50 行動医学研究部

【オンライン開催】
7月2日（火）

（第3回）
医療機関における注意欠如・多動症
（ADHD）児の親へのペアレント・

トレーニング実施者養成研修

30 知的・発達障害研究部

【オンライン開催】
7月10日（水）～7月12日（金）

（第21回）
摂食障害治療研修

（後援：日本摂食障害学会）
100 行動医学研究部

【オンライン開催】   
［1日目：オンデマンド配信］
7月11日（木）～8月2日（金）

［2日目：ライブ配信］ 
8月3日（土）

　（第8回）
摂食障害治療研修

～初心者が知っておくべき外来治療～
300 行動医学研究部

【オンライン開催】
7月24日（水）

（第3回)
強迫症対策医療研修

基本コース
100 行動医学研究部

【対面開催】
7月26日（金）

（第1回）
入院者訪問支援事業研修 50 地域精神保健・法制度研究部

【オンライン開催】
9月1日（日）

（第3回）
統合失調症の標準治療研修 50 精神疾患病態研究部

【オンライン開催】
9月4日（水）～9月6日(金）

（第37回）
薬物依存臨床医師研修 50

薬物依存研究部
（第25回）

薬物依存臨床看護等研修 50

【オンライン開催】
9月15日（日）

（第3回）
うつ病の標準治療研修 50 精神疾患病態研究部

【オンライン開催】
9月25日（水）～9月26日（木）

（第5回）
発達障害者支援研修：

指導者養成研修パートⅡ
50 知的・発達障害研究部

QRコードは 2024 年1月下旬よりアクセス可能

研　修　日　程 課　程　名 定員 担当部署名

【オンライン開催】
10月～11月頃　2回開催

令和6年度PTSD対策専門研修
A.通常コース(1日間） 200 行動医学研究部

【オンライン開催】
［1日目：オンデマンド配信］
10月～11月頃（5週間）

［2日目：ライブ配信］ 
11月～12月頃（平日2時間）

（第4回）
摂食障害入院治療研修

～入院治療の留意点とコツ～
300 行動医学研究部

【対面開催】
11月4日（祝・月）～11月6日（水）

（第16回）
認知行動療法の手法を活用した

薬物依存症に対する集団療法研修
60 薬物依存研究部

【オンライン開催】
11月上旬頃

（第2回）
精神保健医療福祉データ

行政活用研修
100 公共精神健康医療研究部

【オンライン開催】
11月13日（水）～11月14日（木）

（第5回）
発達障害者支援研修：

指導者養成研修パートⅢ
50 知的・発達障害研究部

【対面・オンライン開催】
［1日目：対面開催］
12月18日（水）

［2日目：オンライン開催］ 
12月24日（火）

（第14回）
災害時PFAと心理対応研修 50 行動医学研究部

【オンライン開催】
［1日目：オンデマンド配信］
12月頃（3週間）

［2日目：ライブ配信］ 
1月頃(土曜又は日曜)

（第9回）
摂食障害治療研修

～初心者が知っておくべき外来治療～
300 行動医学研究部

【対面開催】
12月～1月頃　2回開催

令和6年度PTSD対策専門研修
B.専門コース(2日間） 60 行動医学研究部

【オンライン開催】
令和7年
1月15日（水）～1月16日（木）

（第5回）
発達障害者支援研修：

行政実務研修
50 知的・発達障害研究部

【対面開催】
1月31日（金）

（第2回）
入院者訪問支援事業研修 50 地域精神保健・法制度研究部

【オンライン又は対面】
1月～2月頃

令和6年度PTSD対策専門研修
C.犯罪・性犯罪被害者コース

(2日間）

300
又は
60

行動医学研究部

【オンライン開催】
2月8日（土）

（第4回）
精神科救急医療体制整備研修 60 地域精神保健・法制度研究部

◆最新情報は、ホームページにてご確認ください（2024年1月下旬より公開予定） 2024年1⽉1日現在
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創立の趣旨及び沿革

創立の趣旨
　本研究所は、精神衛生に関する諸問題について、精神医学、心理学、社会学、社会福祉学、保健学等各分野の専門家に
よる学際的立場からの総合的、包括的な研究を行うとともに、国、地方公共団体、病院等において精神衛生業務に従事す
る者に対する精神衛生全般にわたる知識、技術に関する研修を行い、その資質の向上を図ることを目的として、昭和 27
年 1月、アメリカのNIMHをモデルに厚生省の付属機関として設立されました。

沿　　革
事項

年次 所　　長 組　織　等　経　過

昭和25年05月 精神衛生法国会通過（精神衛生研究所設置の附帯決議採択）
26年03月 厚生省公衆衛生局庶務課が設置の衝にあたる
27年01月

黒沢　良臣
（国立国府台病院長兼任）

厚生省設置法並びに組織規程の一部改正により精神衛生に関する調査研究を行う附
属機関として、千葉県市川市に国立精神衛生研究所設置総務課、心理学部、生理学
形態学部、優生学部、児童精神衛生部及び社会学部の 1 課 5 部により業務開始

35年10月 心理学部を精神衛生部に、社会学部を社会精神衛生部に、生理学形態学部を精神
身体病理部に、優生学部を優生部に名称変更し、精神薄弱部を新設

36年04月 4 室を新設
36年06月 厚生省設置法の一部改正により精神衛生技術者の研修業務が追加され、医学科、

心理学科、社会福祉学科及び精神衛生指導科の研修開始
36年10月 内村　祐之
37年04月 尾村　偉久

（公衆衛生局長兼任）

38年07月 若松　栄一
（公衆衛生局長兼任）

39年04月 村松　常雄 主任研究官を置く
40年07月 社会復帰部及び精神発達研究室を新設
41年07月 本館改築完成（5 カ年計画）
44年04月 総務課長補佐を置く
46年04月 笠松　　章
46年06月 社会精神衛生部に 1 室新設
48年07月 老人精神衛生部を新設
49年07月 老人精神衛生部に 1 室新設
50年07月 社会復帰部を社会復帰相談部に名称変更

1 室を精神衛生部から社会復帰相談部の所属に改編
52年03月 加藤　正明
53年12月 社会復帰相談庁舎完成（2 カ年計画）
54年04月 研修課程の名称を医学課程、心理学課程、社会福祉学課程及び精神衛生指導課程

に名称変更し、精神科デイ・ケア課程を新設
55年04月 研修庁舎完成（講義室・図書室・研修生宿舎）
58年01月 土居　健郎
58年10月 老人精神衛生部に 1 室新設
60年04月 高臣　武史
61年05月 厚生省設置法の一部改正により、国立高度専門医療センターの設置を決定

61年09月 厚生省組織令の一部改正により、国立高度専門医療センターの名称と所掌事務が
決定

61年10月

国立高度専門医療センターの一つとして、国立武蔵療養所、同神経センターと国立精
神衛生研究所を統合し、国立精神・神経センター設置
国立精神・神経センター精神保健研究所に改組、精神身体病理部と優生部を統合し精
神生理部を新設、精神保健計画部及び薬物依存研究部を新設、1 課 9 部 19 室となる

62年04月 島薗　安雄
（総長兼任）

厚生省組織規程の一部改正により、国立精神・神経センターに国立国府台病院が
統合し、2 病院、2 研究所となる

62年06月 藤縄　　昭
62年10月 心身医学研究部（2 室）と精神保健計画部に 1 室を新設

事項
年次 所　　長 組　織　等　経　過

平成元年10月 社会復帰相談部に 1 室を新設
6年04月 大塚　俊男
9年04月 吉川　武彦

11年04月 薬物依存研究部で研究室の改組あり、1 室を新設
精神薄弱部を知的障害部に名称変更

13年01月 堺　　宣道
14年01月 精神保健研究所創立 50 周年
14年06月 高橋　清久

（総長兼任）

14年08月 今田　寛睦
15年10月 司法精神医学研究部を新設（3 室）
16年04月 金澤　一郎

（総長兼任）

16年07月 上田　　茂
17年04月 市川市（国府台）から小平市（武蔵地区）に移転
17年08月 北井　曉子
18年10月 自殺予防総合対策センターを新設（3 室）、成人精神保健部に 2 室増設
19年06月 加我　牧子
21年10月 精神生理部に 1 室を新設

22年04月

独立行政法人　国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所となる
8 研究部の名称を変更（精神保健計画研究部、児童・思春期精神保健研究部、成人
精神保健研究部、精神薬理研究部、社会精神保健研究部、精神生理研究部、知的
障害研究部、社会復帰研究部）し、知的障害研究部に 1 室新設、11 部 33 室となる
所長補佐及び自殺予防総合対策センター副センター長を置く

23年12月 災害時こころの情報支援センターの新設（1 室）
25年04月 野田　　広
25年07月 福田　祐典
27年04月 国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所となる
27年09月 冨澤　一郎
27年12月 中込　和幸
28年04月 自殺予防総合対策センターを廃し自殺総合対策推進センターを新設（4 室）

29年10月 社会精神保健研究部を廃止
精神疾患病態研究部を新設（2 室）、精神保健計画部に 1 室増設

30年04月

司法精神医学研究部と社会復帰研究部を統合、成人精神保健研究部と心身医学研
究部を統合、また７研究部の名称を変更（地域・司法精神医学研究部、行動医学
研究部、ストレス・災害時こころの情報支援センター、精神医療政策研究部、児童・
予防精神医学研究部、知的・発達障害研究部、睡眠・覚醒障害研究部）及び室名
変更等再編し、2センター 9 部 33 室体制となる

31年01月 金　　吉晴

令和 2年04月 自殺総合対策推進センター（4 室）を廃止、厚生労働大臣指定（調査研究等）法
人いのち支える自殺対策推進センターに業務を継承

2年11月 精神医療政策研究部を公共精神健康医療研究部（1 室を廃止）に名称変更し、現
在の 1 センター 9 部 28 室となる

4年04月 地域・司法精神医療研究部を地域精神保健・法制度研究部に名称変更

創設時の国立精神衛生研究所 現在の精神保健研究所（NCNP 含む）
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所⻑補佐
栗山 健一

公共精神健康医療研究部　西 大輔

保健福祉連携研究室　堀⼝ 寿広 政策評価研究室　臼田 謙太郎

精神医療体制研究室　（欠）

薬物依存研究部　松本 俊彦

⼼理社会研究室　嶋根 卓也 依存性薬物研究室　富山 健一

診断治療開発研究室　高野 歩

⾏動医学研究部　金 吉晴

精神機能研究室　成田 瑞 診断技術研究室　小川 眞太朗

認知機能研究室　堀 弘明 災害等⽀援研究室　大沼 麻実

ストレス研究室　井野 敬子 ⼼⾝症研究室　関⼝ 敦

児童・予防精神医学研究部　住吉 太幹

児童・⻘年期精神保健研究室　白間 綾 精神疾患早期⽀援・予防研究室　（欠）

精神薬理研究部　金 吉晴

分⼦精神薬理研究室　三輪 秀樹 向精神薬研究開発室　古家 宏樹

精神疾患病態研究部　橋本 亮太

基盤整備研究室　松本 純弥 病態解析研究室　三浦 健一郎

睡眠・覚醒障害研究部　栗山 健一

精神⽣理機能研究室　吉池 卓也 臨床病態⽣理研究室　北村 真吾

知的・発達障害研究部　岡田 俊

発達機能研究室　石井 礼花 知的障害研究室　（欠）

地域精神保健・法制度研究部　藤井 千代

臨床援助技術研究室　佐藤 さやか 精神保健サービス評価研究室　山⼝ 創⽣

司法精神保健研究室　小池 純子 制度運⽤研究室　黒田 直明

精神保健
研究所⻑
金 吉晴

組織図

ストレス・災害時こころの情報⽀援センター　金 吉晴

情報⽀援研究室　（欠） 犯罪被害者等⽀援研究室　（欠）

■研究部

■研究所内センター

2024年1⽉1日現在

当研究所では一緒に研究する仲間を募集しています。
詳細につきましては、国立精神・神経医療研究センターホームページの採用情報ページでご確認ください。

精神保健研究所の採用情報はこちら
https://www.ncnp.go.jp/recruitment/index.html#7

センター内連携図

精神保健研究所
National Institute of Mental Health

神経研究所
National Institute of Neuroscience

センター病院
National Center Hospital

専門疾病センター

政策・研修事業

トランスレーショナル・メディカルセンター
Translational Medical Center

メディカル・ゲノムセンター
Medical Genome Center

脳病態統合イメージングセンター
Integrative Brain Imaging CenteR

認知行動療法センター
COGNITIVE BEHAVIOR TH ERAPY AND RESEARCH

疾患レジストリ構築

診断法開発

治療・予防法開発 臨床治験

臨床観察・介入試験

基礎病態解明
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本誌に掲載した内容（写真、文章等）の
無断での複写、転載を禁止します。

精神という漢字のつくりから⽣まれた青申（あおざる）たち。
ものごとをしっかり「見きわめ」、正しいことをはっきり「伝え
る」とともに、周囲の声を充分に「聴く」、という精神保健研究
所のスタンスを表しています。
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